
いわての学び希望基金私立高等学校等卒業者大学等進学支援一時金給付要綱の一部改正新旧対照表 

改正前 改正後 

 （対象者） 

第２ 一時金の給付の対象となる者（以下「対象

者」という。）は、次の各号のいずれにも該当す

る者とする。 

 (１)～(５) ［略］ 

 

 

（対象者） 

第２ 一時金の給付の対象となる者（以下「対象

者」という。）は、次の各号のいずれにも該当す

る者とする。 

 (１)～(５) ［略］ 

 (６) 私立高等学校等卒業者大学等進学支援一時

金を受給していない者 

 


